令和７年１０月１６日
デジタル庁　戦略・組織グループ
調達支援・改革担当

令和７年度情報システム調達改革に係るアンケート

本アンケートは、デジタル庁が柔軟な情報システムの調達のあり方を検討するために、
情報システム関連の業界団体に所属する組織を対象として実施おります。
何卒、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

本アンケートご回答にあたり、貴社（貴団体）の概要についてお伺いいたします。
1. 所属されている社名（団体名）をご記入ください。（回答は任意です）



2. 貴社（貴団体）の従業員（職員）数をお選びください。
☐1～5名　　☐6～20名　　☐21～50名　　☐51～100名　☐101～300名　　
☐301～1,000名　　☐1,001名以上

3. 貴社（貴団体）の資本金をお選びください。
☐100万円未満　　☐100万円以上～1,000万円未満　　　☐1,000万円以上～5,000万円未満　　
☐5,000万円以上～1億円未満　　☐1億円以上～5億円未満☐5億円以上～10億円未満
☐5億円以上～10億円未満　　☐その他（				）

4. 貴社（貴団体）の直近の年間売上高をお選びください。
☐１億円未満　　☐1億円以上～5億円未満　　☐５億円以上～１０億円未満　　
☐1０億円以上～5０億円未満　　☐５０億円以上～１００億円未満　　☐1００億円以上～5００億円未満　　
☐５００億円以上　　☐その他（				）

5. 貴社（貴団体）の主な事業内容をお選びください。
☐ソフトウェア　　☐ハードウェア　　☐情報処理サービス（SI）　　☐インターネット・Web
☐通信インフラ　　☐その他（				）


物価高騰による公共調達の影響について
物価高騰が公共調達への参画を検討する事業者に対して与える影響を把握し、今後のデジタル庁における情報システム調達改革の施策を検討するための資料とさせていただくことを目的としております。

6. 物価高騰が公共調達への参画を検討している事業者へ与える影響について、貴社（貴団体）は関心がありますか。
☐関心がある（設問７へ）　　☐関心がない（設問１１へ）

7. 現在の物価高騰は、貴社（貴団体）の事業運営全体にどの程度の影響を与えていますか。
☐非常に大きな影響があり、経営を圧迫している　　
☐ある程度の影響があり、事業計画の見直しを検討している
☐ほとんど影響はなく、現状の事業運営に支障はない
☐全く影響はない（設問９へ）

8. 設問７で回答いただいた物価高騰の影響は、貴社（貴団体）が公共調達に応札する際の価格設定や採算性に具体的にどのような影響を与えていますか。
☐原価上昇により、応札価格の見直しや採算性の確保が極めて困難になっている
☐応札機会の減少や、採算が合わないため応札自体を見送るケースが増加している
☐契約後のコスト増加により、事業遂行に支障が出たり、赤字となるリスクが増大している
☐現時点では公共調達への大きな影響は出ていないが、今後の動向を懸念している
☐その他（				）

9. 物価高騰による公共調達への影響を鑑み、政府による予算措置や制度改善について、貴社が最も期待する事項をお選びください。
☐物価変動を適切に反映した公共調達予算の増額、または調達の予定価格の設定運用（設問１１へ）
☐契約後の契約金額の変更がより柔軟かつ迅速に適用される制度改善（設問１１へ）
☐物価変動リスクを考慮した入札制度の導入や見直し（設問１１へ）
☐その他（設問１０へ）

10. 制度の導入や見直しについて、具体的な要望等があればお聞かせください。



デジタル庁調達計画の情報開示粒度について
デジタル庁において予定している調達計画に係る情報を公表しているが、この公開情報の粒度について、事業者の皆様がどのような情報を追加で知りたいか、調達規模の粒度はどの程度であれば役に立つかを検討するための資料とさせていただくことを目的としております。（令和7年度デジタル庁調達計画）

11. デジタル庁調達計画の情報開示粒度の見直しについて、貴社（貴団体）は関心がありますか。
☐関心がある（設問１２へ）　　☐関心がない（設問１６へ）

12. 現在の調達規模（予算）の開示粒度について、当てはまるものをお選びください。
☐現在の開示粒度で充分である（設問１５へ）　　☐現在の開示粒度では不足している（設問１３へ）

13. 調達規模（予算）について、どのような開示粒度が貴社（貴団体）として望ましいかをご記載ください。



14. その他、デジタル庁の調達計画をの内容を見直すとした場合、貴社（貴団体）にとって特に有用となる追加情報は次のうちどれですか
☐各プロジェクトのより詳細な事業内容や目標
☐特定の技術要件や標準要件（例：使用言語、プラットフォームなど）
☐各調達フェーズ（入札公告、契約締結など）の具体的な予定時期各調達フェーズ（入札公告、契約締結など）の具体的な予定時期
☐案件担当部署や問い合わせ窓口案件担当部署や問い合わせ窓口
☐その他（				）

15. デジタル庁の調達計画の更新頻度について、貴社（貴団体）として最も望ましいのは次のうちどれですか。
☐毎月更新　　☐四半期ごと（年4回）更新　　☐半期ごと（年2回）更新　　☐年間更新

16. その他、デジタル庁における情報システム調達の改革に対する特に関心の高いテーマ、ご意見・ご要望がございましたらご記載ください。
（参考資料：令和６年度デジタル庁情報システム調達改革のフォローアップ及び今後の方向性）


政府情報システム調達における損害賠償金額の上限設定について
政府の情報システム調達における損害賠償金額の上限設定に関し、現状認識とその必要性、導入による影響、具体的な設定方法に関する意見を把握し、特に事業者のリスク軽減と参画意欲向上への影響を深く掘り下げることで、制度設計に資するエビデンスを収集することを目的としております。

17. 政府情報システム調達における損害賠償金額の上限設定について、貴社（貴団体）は関心がありますか。
☐関心がある（設問１８へ）　　☐関心がない（アンケートは終了です）

18. 貴社（貴団体）は、過去5年間において、政府の情報システム調達に対し、どの程度の頻度で応札又は参画されましたか。
☐経験がない　　☐1～2件　　☐3～5件　　☐６件以上

19. 貴社（貴団体）は、政府の情報システム調達において、受注者として損害賠償を請求されたご経験はございますでしょうか。
☐経験がない　　☐経験がある

20. 現在の政府情報システム調達契約において、損害賠償金額の上限が一般的に定められていない現状について、貴社（貴団体）はどのような認識をお持ちですか。
☐損害賠償金額の上限は定められていない　　☐一部の契約では定められている　　
☐定められていると認識している　　☐よくわからない

21. 損害賠償の上限が設けられていない現状について、貴社（貴団体）が抱える懸念や課題についてお聞かせください。
☐予見しがたい高額な賠償リスクを負う可能性がある　　
☐リスクが大きいため、国の情報システム調達への参画を躊躇する要因となっている　
☐リスク評価が困難である　
☐保険料負担が増加する　　
☐契約交渉に時間がかかる　　
☐その他（				）

22. 政府の情報システム調達において、損害賠償金額の上限設定は必要であるとお考えですか。
☐はい（設問２３へ）　　☐いいえ（設問２４へ）　　☐どちらでもない（設問２５へ）


23. 上限設定が必要だとお考えになる理由について、ご意見をお聞かせください。
☐受注者のリスクを軽減し、参画を促進するため
☐予見可能性を高め、安定的な事業運営を可能にするため
☐中小企業やスタートアップ企業の参入障壁を下げるため
☐国際的な取引慣行に合わせるため
☐その他（				）

24. 上限設定が不要だとお考えになる理由について、ご意見をお聞かせください。
☐受注者の責任が曖昧になる可能性があるため
☐発注者側（国）の保護が不十分になる可能性があるため
☐損害の内容によっては上限を設けるべきではないと考えるため損害の内容によっては上限を設けるべきではないと考えるため
☐現状でも特に問題はないと考えるため現状でも特に問題はないと考えるため
☐その他（				）

25. 国の情報システム調達において、損害賠償の上限設定が導入された場合、貴社（貴団体）の参画意欲にどのような影響があるとお考えになりますか。
☐参画しやすくなる　　☐変わらない　　☐参画しにくくなる

26. 参画意欲への影響ついて、その理由をお教えください。



27. 上限設定が導入された場合、貴社（貴団体）の事業戦略およびリスク管理体制にどのような影響が生じるとお考えですか。



28. 損害賠償の上限額は、どのような基準で設定されるのが適切だとお考えですか。
☐契約金額の〇割（次の設問で具体的な割合をご記入ください）（設問２９へ）
☐契約金額の〇倍（次の設問で具体的な倍率をご記入ください）（設問２９へ）
☐一定の固定額（次の設問で具体的な金額をご記入ください）（設問２９へ）
☐損害賠償の上限額が設定されていれば、賠償の対象となる損害の範囲は限定されていなくてよい
（設問３０へ）
☐プロジェクトの規模やリスクに応じて個別に設定（設問３０へ）
☐その他（				）（設問３０へ）
29. 前の設問で回答いただいた損害賠償の上限額の基準について、具体的な数値を記載ください。
例：5割、10割、20割、1倍、2倍、〇億円など



30. 上限設定の対象となる損害の範囲について、どのようにお考えですか。
☐通常損害のみを対象とする
☐特別損害も含むが、予見可能性のある範囲に限る
☐逸失利益は対象外とする
☐その他（				）

31. 故意又は重大な過失による損害の場合、賠償額の上限設定は適用されないようにすべきだとお考えですか。
☐はい　　☐いいえ　　☐どちらとも言えない

32. 上限設定を導入するにあたり、他に考慮すべき点がございましたら、ご自由にご記入ください。



33. 政府の情報システム調達における損害賠償金額に関して、ご意見やご要望がございましたら、ご自由にご記入ください。


